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教員免許特例法にもとづく「介護等の体験」 

社会福祉施設等受入調整事業実施要綱 

 

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 

改正 令和 5年 4月 17日 

改正 令和 6年 3月 29日 

 

１．設 置 

本要綱は、沖縄県介護等体験実施要領（平成 10年 7月 7日介護等体験実施沖縄県連絡協議

会・制定）第 14条に基づき、社会福祉施設等における体験に関する事項について、これを定

める。 

 

２．趣 旨 

教員が、個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教員

の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から、当面、小学校及び中学校の教諭の普

通免許状取得希望者に、社会福祉施設や老人保健施設等（以下「社会福祉施設等」という。）

での「介護等の体験」を行わせる措置を講ずることになったため、沖縄県内の社会福祉施設

等での受入調整を沖縄県社会福祉協議会（以下「沖縄県社協」という。）が担うことにより、

「介護等の体験」の円滑な推進を図ることを目的とする。 

 

３．関係法令等 

①「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」

等の施行について（厚生省社会・援護局長通知、平成 9年 12月 18日） 

②「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」

（平成 9年法律第 90号、平成 9年 6月 18日） 

③「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

施行規則」（平成 9年文部省令第 40号、平成 9年 11月 26日） 

④「文部省告示第 187号」（平成 9年 11月 26日） 

⑤「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

等の施行について」（文部省事務次官通達、平成 9年 11月 26日） 

⑥「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

の施行について（依頼）」（文部省教育助成局教職員課長通知、平成 9年 12月 3日） 

 ⑦「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について（通知）」（４文科教

第 1638号、令和 5年 2月 28日） 

 ⑧「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
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施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）」（5 文科教 1873 号、令和 6 年 3

月 21日） 

 

４．施行及び適用 

平成 10年 4月 1日から施行、平成 10年度大学入学者等から適用 

 

５．制度の対象者 

小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者 

 

６．「介護等の体験」の内容等 

（1）「介護等の体験」の内容 

法第 2 条第 1 項において「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流

等の体験（介護等の体験）」と規定されており、介護、介助のほか、障害者等の話相手、

散歩の付き添い等の体験、あるいは掃除や洗濯のように高齢者等と直接接することはな

いが、受入施設の職員に必要とされる業務の補助等も含む幅広いものとする。 

（2）「介護等の体験」の実施施設 

①社会福祉施設 

保育所を除く社会福祉施設 

②その他の施設（老人保健施設、指定国立療養所等） 

③特別支援学校 

（3）「介護等の体験」の時期及び期間 

18歳に達した後の相当期間（7日以上。うち社会福祉施設は 5日間を目途） 

 

７．実施主体  社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 

（特別支援学校を除く社会福祉施設等の受入調整窓口） 

 

８．沖縄県社会福祉協議会の主な調整業務 

（1）大学等からの「申込書」の受付 

①「介護等の体験」の申し込みにあたっては、あらかじめ大学等において学生からの希

望をとりまとめ、大学等で一括して申し込むものとする。 

②大学等は、学生からの希望をとりまとめるにあたっては、5日間連続とし、特定の時期

に集中することのないよう、あらかじめ年間を通して調整する。 

③学生が社会福祉施設等または沖縄県社会福祉協議会に直接申し込んだ場合は、大学等

に連絡し、上記①～②と同様の手続きを経る。 

（2）社会福祉施設等からの「年間受入計画書」の受付 

①沖縄県社協は、管内の社会福祉施設等に「年間受入計画書」の提出を依頼する。 
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②社会福祉施設等から提出された「年間受入計画書」に基づき、調整作業に備える。 

（3）調整、通知事務 

大学等の「申込書」と社会福祉施設等の「年間受入計画書」をもとに調整を行い、結

果は、大学等と社会福祉施設等に通知する。 

なお、調整にあたっては、学生の利便性をも考慮し、当面①時期、②地域、③施設種

別等をもとに調整を行う。 

（4）大学等への年間体験状況の報告 

年度末に、大学等に対し、学生の年間体験状況の報告を行う。 

（5）基本台帳の作成、保管 

大学等からの申し込みのあった学生については、「基本台帳」を作成し、一定期間保管

する。 

 

９．社会福祉施設等の主な業務 

（1）「年間受入計画書」の作成 

社会福祉施設等は、沖縄県社会福祉協議会からの依頼により「年間受入計画書」を作

成し、沖縄県社協に送付する。 

（2）「介護等の体験」の内容 

「介護等の体験」は、学生の希望や社会福祉施設等の事情に応じ、以下に例示するよ

うな無理のない内容とする。なお、社会福祉施設等の敷地外で社会福祉施設等が主催す

る行事等についても「介護等の体験」の範囲に含む。 

①高齢者、障害者及び児童に対する介護、介助 

②高齢者、障害者及び児童の話相手 

③散歩の付き添いなどの交流等の体験 

④レクリェーションや運動会等の行事の手助け 

⑤掃除や洗濯といった、障害者等と直接接するわけではないが、受け入れる社会福祉施

設等の職員に必要とされる業務の補助など 

（3）「介護等の体験」の時間 

「介護等の体験」の一日あたりの時間は、6～8時間程度とする。 

（4）「証明書」の発行 

「介護等の体験」を受け入れた社会福祉施設等の長は、「介護等の体験」を終了したこ

とを証明するため、所定の証明書に施設長名を記入・捺印した上、これを発行する。 

（5）「介護等の体験」終了報告の提出 

「介護等の体験」を終了した後、当該社会福祉施設等の長は、「介護等の体験」を終了

した旨の報告を沖縄県社協に行う。 
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10．教員養成に係る大学等の主な業務 

（1）学生からの「申込書」の受付 

大学等は、学内の学生から「介護等の体験」を受けたい旨の希望を聴取し、希望する

学生については、本人から「申込書」の提出を求める。 

（2）「申込書」の取りまとめ・送付 

大学等は、学生から提出のあった「申込書」を取りまとめ、沖縄県社協に送付する。 

（3）学生に対するオリエンテーション等での指導 

大学等は、当該学生に、オリエンテーション等を通じ「介護等の体験」実施のための

指導と援助を行う。特に「申込書」に記載した希望と決定事項が異なる場合が予想され

るため、あらかじめ学生にはその旨を理解できるよう十分に説明を行う。 

 

11．「介護等の体験」の費用 

（1）社会福祉施設等での「介護等の体験」に要する費用は、あらかじめ大学等において徴収

し、大学等から沖縄県社協が指定する銀行口座に、期日までに一括して払い込むものと

する。 

沖縄県社協に支払う「介護等の体験」の費用は、学生一人につき 1日 1,500円とする。 

（2）社会福祉施設等への「介護等の体験」に要する費用は、上記（1）の学生一人につき 1

日 1,500 円の内 1,000 円とし、社会福祉施設等から「介護等の体験」終了の報告があっ

た後、沖縄県社協から当該社会福祉施設等の指定する銀行口座に一括して払い込むもの

とする。 

 

12．「介護等の体験」に伴う事故等への対応 

（1）保険の対応 

「介護等の体験」に伴い想定される事故等に対応した保険については、派遣する大学

等で対応する。 

（2）健康管理等 

①学生は、「介護等の体験」を行うにあたり、利用者等の健康管理のため、健康診断書

（当該年度）の写しを社会福祉施設等に提出するものとする。 

②社会福祉施設等の利用者のプライバシーや感染症への対応については、大学等や社

会福祉施設等で実施するオリエンテーション時に十分な指導を行う。 

 

13．他の社会福祉実習との関係 

社会福祉施設等において行われた介護福祉士、社会福祉士等他の資格を取得するための実

習等についても、介護等体験の内容に相当するものとして受入施設の長が判断すれば証明書

の交付は可能とする。 

ただし、介護等体験の受入施設とされている施設において行われたものに限る。 
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14．その他留意事項 

（1）派遣学生人員等の調整 

大学等において「介護等の体験」を希望する学生を取りまとめるにあたっては、年次

ごとの段階的かつ計画的な実施が図られるよう、派遣の対象となる学生の学年を指定す

る等、学生の派遣人員が年度により大幅に変動することのないよう調整すること。 

（2）手続き要領等 

「介護等の体験」の実施及び手続きについては、本実施要綱に定めるものの他、別に

規定する「介護等の体験受入調整事務手続き要領」に従い、行うものとする。 
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「介護等の体験」受入調整事務手続き要領 

 

 

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 

 

１．目 的 

本要領は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例に関す

る法律」の施行に伴い、法第 2 条に定める社会福祉施設及びその他の施設（老人保健施設、

指定国立療養所等、以下「社会福祉施設等」という。）において「介護等の体験」を行うため、

受入調整事務を取り扱う沖縄県社会福祉協議会（以下「沖縄県社協」という。）、受入実施業

務を行う社会福祉施設等及び教員養成に係る大学等（以下「大学等」という。）の行う事務に

ついて、『教員免許特例法にもとづく「介護等の体験」社会福祉施設等受入調整事業実施要綱』

に規定された各事務手続きの様式及び事務手続きの方法等について定めるものである。 

 

２．「介護等の体験」の実施期間 

令和 8 年 6 月 1 日から令和 9 年 2 月末日まで 

 

３．「介護等の体験」希望者申込み受付期間 

令和 8 年 4 月 1 日（水）から 4 月 30 日（木）まで 

 

４．「介護等の体験」申込み手続き等 

（1）介護等の体験希望学生等 

・介護等の体験を希望する学生等の対象は、原則として２年次（短期大学等においては、

１年次後期）以降に申し込むことができる。ただし、大学等と沖縄県社協との間におい

て事前に協議の上調整された者（「教科教育法に関する科目」を受講中の者等）を除く。 

・介護等の体験を希望する学生等は、各大学等の窓口に対し所定の費用を添え、別紙様式

１－②に定める申込書により申し込むものとする。 

・申込書を提出できる学生等は、大学等で介護等の体験希望者を対象に、事前に実施され

るオリエンテーションに参加した者に限られる。 

・申込書提出後、大学等において一括して沖縄県社協へ申込み、沖縄県社協と社会福祉施

設等との調整結果及び決定通知書が各大学等に通知される。学生への通知は、各大学等

が行うものとし、沖縄県社協から直接学生等に通知しない。 

・介護等の体験にあたっては、大学等で実施されるオリエンテーションにおける注意事項

の厳守はもとより、各実施施設で特別に注意すべき事項等についての注意を守る。 
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・介護等の体験実施中は、当該社会福祉施設等の職員の指示に従い、利用者個々の人格及

び人権を尊重し、本体験の目的を達成できるよう努める。 

また、実施中に知り得た利用者及び社会福祉施設等に関する情報については、体験中

はもとより体験終了後においても、他に漏らしてはならない。 

・学生等は、各大学等から体験決定者に対し、配布される「証明書」を携帯し、各社会福

祉施設等に提出、体験終了後、施設名・期間・体験内容等を記載し、社会福祉施設等の

長の印を押印の上返却してもらう。 

・「証明書」はその写しを大学等に提出する外、各学生等で保管する。 

また、本要領に基づき、大学等を経由して実施された介護等の体験以外の同種体験に

ついての基本台帳記載等の事務手続きを、沖縄県社協は行わない。 

 

（2）大学等 

・介護等の体験に関わるオリエンテーションを、大学等の責任において実施する。 

・オリエンテーションにおいては、体験の目的、体験実施中の諸注意（服装・態度等社会通

念上求められるもの及び社会福祉施設等の捉え方等）を説明する。 

特に当該社会福祉施設等が利用者にとって生活の場であることを踏まえ、個々の尊重と

プライバシーの保護については、十分に注意をすること。 

・各大学等は、介護等の体験を希望する学生から別紙様式１－②により申込みを受け付け 

る。その際、当該学生が大学等で実施したオリエンテーションへの参加の有無を確認し、

参加が確認できない学生等については、これを受け付けない。 

・受付に際しては、申込書の記載事項の確認の外、所定の費用を徴収する。 

・申込書受付については、介護等の体験が連続した 5 日間となっていることから、これに

もとづく調整を当該学生と図り、これに拠りがたい時は、大学等からの依頼により沖縄

県社協が社会福祉施設等との調整を行う。 

また、社会福祉施設等については、希望地域及び社会福祉施設等の種別が必ずしも決

定と合致しないことのある旨の説明をあらかじめ行う。 

・大学等は、上記受付及び確認・指導等を行った後、別紙様式１－①「介護等体験申込書」

に学生等から提出された別紙様式１－②の写しを添付の上、沖縄県社協に一括して申し

込むものとする。 

また、沖縄県社協の指定する銀行口座に、期日までに所定の費用を払い込むものとす

る。 

・学生等と沖縄県社協との間においては、直接に介護等の体験実施施設等についての調整は

行わない。 

・大学等は、介護等の体験について沖縄県社協から別紙様式３「介護等体験受入決定通知書」
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にて通知された社会福祉施設等及び実施期間等について当該学生に通知する。 

その際、特別な場合（実施にあたって、当該学生と社会福祉施設の長との協議の上体

験実施予定日を変更し、これを沖縄県社協に報告したもの又は、同一社会福祉法人で、

複数の種別あるいは施設等を有するものが、学生との協議の上体験等実施施設の変更等

を行ったもので、これを沖縄県社協に報告したもの）以外については、沖縄県社協が調

整の上決定した日程に従い実施するものとし、これに拠らない体験等に関して基本台帳

への記載義務等、一切の事務処理について沖縄県社協はその責任を負わない。また、変

更等についての諸注意は、あらかじめ大学等の責任においてこれを行うものとする。 

・大学等は、介護等の体験を証明する「証明書」を同体験を受ける当該学生に携帯させ、体

験終了後学生等からその写しを受け取り、沖縄県社協の発行する「介護等体験終了報告書」

とともに保管する。 

  ・令和７年度以降は特例措置の延長を行わない。 

（3）社会福祉施設等 

・介護等の体験を受け入れようとする社会福祉施設等は、沖縄県社協からの依頼にもとづ

き「介護等体験受入計画書」に、各年間事業計画等を勘案の上、受入人数等を記入し提

出する。 

・社会福祉施設等で実施する介護等の体験は、法第２条第１項等に示されるものの外、話

し相手、散歩の付き添い等の交流をはじめ、掃除や洗濯のように高齢者・障害者等と直

接接するものではないが、受入施設職員に必要とされる業務等の補助を含む幅広いもの

として捉え、実施するものとする。 

ただし、本特例法の制定目的・審議経過等を理解の上、体験事業の成果が図られるよ

う努めるものとする。 

  ・介護等体験は社会福祉士及び介護福祉士等の施設実習とは異なるものであり、専門的な

介護技術を要する援助は原則として行わせないこと。やむを得ず行わせる場合には十分

な指導の後、職員の付き添いの上で行わせるものとする。 

・社会福祉施設等は、受入計画書にもとづき調整された結果等を記載した「介護等体験受

入決定通知書（別紙様式３）」を沖縄県社協より受け取った後、早急に指導担当職員等の

配置を行い、これに備えるものとする。 

・介護等の体験を実施するにあたっては、必ず各社会福祉施設等においてオリエンテーシ

ョンを行い、当該施設の内容、設立経緯及び利用対象者の特性等について説明するとと

もに、施設利用者の個人情報の保護、各種機器の取り扱い及び危険回避事項並びに体験

中・体験後の諸注意を行うものとする。 

・体験等の時間は、１日あたり６～８時間程度とし、学生の利用する交通機関等の状況を

踏まえ始業時間を決定する等弾力的な運用を図るものとする。 
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また、各実施日の始業にあたっては、同日取り組むべき作業・業務等の内容やその目

的について説明し、学生等が自ら意欲的に取り組めるよう配慮する。 

・介護等の体験が終了した場合には、学生から提出された「証明書」に必要事項を記入の

上、施設長の印を押印し学生等に手渡す。 

また、同時に別紙様式４「介護等体験終了報告書」を作成し、沖縄県社協に報告する

とともに費用等の精算を行うものとする。 

・各社会福祉施設等が取得した介護等の体験を希望する学生等の個人情報については、各

当該施設等の個人情報保護規程にもとづき、介護等体験事業の目的に沿って適切に取り

扱いするものとする。 

 

（4）沖縄県社協 

・大学等の提出する「介護等体験申込書（様式１－①及び様式１－②）」並びに社会福祉施

設等の報告する「介護等体験年間受入計画書（様式２）」を受け付ける。 

・上記申込書及び年間受入計画書にもとづき、社会福祉施設等及び大学等と調整を図る。 

・調整結果については、大学等及び社会福祉施設等に対し様式３「介護等体験受入決定通

知書」を発送し、通知する。 

・各社会福祉施設等での介護等の体験が終了した場合は、様式４「介護等体験終了報告書」

を受け取り、これを保管するとともに、社会福祉施設等に対する所定の費用を施設等の

指定する銀行口座に支払う。 

様式４「介護等体験終了報告書」の保管期間については、沖縄県社協の規定によるも

のとする。 

・体験終了の確認及び費用の精算が完済したものについては、沖縄県社協が設置する「介

護等体験受入調整管理表」に記載し、その情報を保管する。 

なお、本情報の保管については書面保管の外、コンピュータを用いこれにあてること

ができる。 

・沖縄県社協は、大学等に対し別紙様式５「介護等体験終了報告書」により、その結果に

ついて報告する。 

 

５．事故等への対応 

介護等の体験事業実施中に発生した事故等に関しては、直ちに必要な措置を講ずるととも

に、大学等へ通報する。 

大学等は、保険対応事務等の手続き等の措置を速やかに実施する。 

 

６．費用 
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本事業の実施に要する費用は、１人１日あたり１,５００円とする。 

（内訳：社会福祉施設等に要する費用１,０００円、事務調整費用５００円） 

ただし、介護等の体験実施中に施設等でとる昼食等については、これに含めない。これら

は実費負担とし、当該施設等において直接精算する。 

 

７．申込書送付先及び指定銀行口座等 

送付先：〒903－8603 沖縄県那覇市首里石嶺町 4－3７3－1（沖縄県総合福祉センター内） 

沖縄県社会福祉協議会・福祉人材研修センター 介護等体験係 

 送金先：銀 行 名  琉球銀行 石嶺
いしみね

支店
し て ん

 

預金種類 普通預金 

口座番号 ３１５９０４ 

口座名義 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 会長 湧川昌秀 

 ﾌﾘｶﾞﾅ   ﾌｸ.ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾔｶｲﾌｸｼｷﾖｳｷﾞｶｲ  

 

８．体験希望学生等に関する個人情報の保護 

沖縄県社協において取得した介護等の体験を希望する学生等に関する個人情報については、

介護等体験の受入調整業務や受入決定通知書等の作成及びその送付等、介護等体験事業を適

正かつ円滑に行う目的にのみ使用することとし、沖縄県社協の個人情報保護規程等にもとづ

き適切に取り扱いするものとする。 

 

９．その他 

本要領及び要綱に定めのない事項については、介護等の体験事業の実施に関わる関係者の

協議において、これを定める。 
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〒

 E-mail:

記

振　　　込　　　日
振
込

住　所
（連絡先）

大学等名

代表者名

Ｃ　備考　［定期試験等により介護等体験が実施できない期間等記入]

（大学等→沖縄県社会福祉協議会）

「介護等体験申込書」

4

 総額　　　　　　　　 　　円（＠1,500円×　　　　　　日間）

振　込　人　名　義

 実　施　１．済（令和　　年　　月　　日）2．未

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る介護等体験」について、
下記より申し込みます。

※沖縄県社協が通知する（様式３）「介護等体験受入決定通知書」に基づき、沖
縄県社協が指定する期日までに振込を行う。

 体　  験　   費　   用

5

（例）

Ｂ　体験申込書　　別紙の通り

オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

3

1

2

期間： 7月29日～ 8月 5日  理由：前期定期試験のため

 延べ　　　 日体 験 総 日 数人 申  込  学  生  総  数

（様式1－①）

　　　　　第　　　　号

Ａ　総括表

令和　　年　　月　　日

沖縄県社会福祉協議会　　御中

担当者名：

 TEL： FAX：

期間：　月　日～　月　日  理由：

週間コード：第14週～第15週

週間コード：第　週

期間：　月　日～　月　日 週間コード：第　週  理由：

期間：　月　日～　月　日 週間コード：第　週  理由：

期間：　月　日～　月　日 週間コード：第　週  理由：

期間：　月　日～　月　日 週間コード：第　週  理由：
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（様式１－②） （体験申込者用）

※西暦で記入

※現在、沖縄県外に居住の者は、体験時に帰省する住所を記入すること

（１）体験期日の希望（別表１参照）

（２）施設種別の希望（別表２参照）

（３）体験地域の希望（別表３参照）

（４）交通アクセス

（５）障害等による配慮の希望
■必要とする場合のみ記入

配慮を希望する事項（具体的に）

注１）太線内に楷書で記入して下さい。 注２）※印は、大学等で記入して下さい。

１．男　　２．女

略　記

第１希望 第２希望 第３希望

日

週間コード

日～

日

第１希望

月

月

年

週間コード

月 日

３．性　　　別

５．希 望 内 容

４．住　　　所 〒

℡

－

第３希望

種別コード

略　記

１．体験申込者氏名

フリガナ

２．生 年 月 日

第１希望

種別コード

地域コード

市町村名 市町村名 市町村名

地域コード

バス ・ 自家用車 ・ バイク 

※ 大学等名

※ 整理番号

※ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

日

週間コード

種別コード

月

月

日～

「介護等体験申込書」

地域コード

第２希望 第３希望

日～

済 　・ 　未

略　記

月

月

第２希望
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　　　[記入にあたって]

太枠内の項目について以下の点に留意し、必ず全ての項目を記入して下さい。

１．体験申込者氏名
　　　⑴楷書で、はっきりとご記入下さい。姓・名の間は、１マス空けてください。

山 田 太 郎

　　　⑵フリガナの姓・名の間は、１マス空けてご記入下さい。濁点も同じマスの中に記入して
　　　　　ください。

○ ヤ マ ダ × ヤ マ タ ゛

２．生年月日
　　西暦で記入してください。

３．性別
　　該当する数字を記入してください。

４．住所(連絡先）
　　⑴電話番号は、市外局番、局番の間にハイフン（-）を記入してください。
　　⑵住所は、楷書で都道府県名から記入してください。番地等２桁の数字は、１桁ずつ、
　　　　マスの中に記入してください。

○ 8 - 1 5 × 8 - 15

５．希望内容
⑴「期日」は、５日間連続（月曜日～金曜日）を原則とします。別表１を参照のうえ該当
　する週間コードを記入してください。なお、これにより難い場合には、具体的な期日を

⑵「種別」は、別表２を参照のうえ、種別コード及び種別の「略記」を記入してください。
⑶「地域」は、別表３を参照のうえ、地域コードとともに市区町村名を記入してください。
※希望内容と施設の受け入れ状況が合致しない場合、再調整をすることがあります。

※個人情報の取り扱いについて
　　　介護等体験の実施に伴い、沖縄県社会福祉協議会で取得した個人情報については、介護
　　等体験の受入調整業務や受入決定通知書等の作成及びその送付等、介護等体験事業を適正
　　かつ円滑に行う目的にのみ利用し、他の目的に使用することはありません。

　記入してください。
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第 1 週 ※ 01 第 2 週 ※ 02 第 3 週 03 第 4 週 04 第 5 週 05

5月 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 6 週 06 第 7 週 07 第 8 週 08 第 9 週 ※ 09

6月 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 10 週 10 第 11 週 11 第 12 週 12 第 13 週 ※ 13 第 14 週 14

7月 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 15 週 15 第 16 週 ※ 16 第 17 週 17 第 18 週 18

8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 19 週 19 第 20 週 20 第 21 週 21 第 22 週 ※ 22

9月 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

（ 別 表１）

介護等体験受入予定表週間コード（令和８年度）

月

【↓週間コード】

　　　　　注）※印の週は、祝祭日等を含みます。
　　　　　　　６月２３日（火）は、沖縄県の公休日「慰霊の日」のため赤字表記としています。
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第 23 週 23 第 24 週 24 第 25 週 ※ 25 第 26 週 26 第 27 週 27

10月 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 28 週 ※ 28 第 29 週 29 第 30 週 30 第 31 週 ※ 31

11月 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 32 週 32 第 33 週 33 第 34 週 34 第 35 週 35

12月 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 36 週 ※ 36 第 37 週 37 第 38 週 ※ 38 第 39 週 39 第 40 週 40

1月 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 41 週 41 第 42 週 ※ 42 第 43 週 43 第 44 週 ※ 44

2月 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 45 週 45 第 46 週 46 第 47 週 47 第 48 週 ※ 48

3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

　　　　　注）※印の週は、祝祭日等を含みます。

月
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(別表２）

　　　　介護等体験の対象となる社会福祉施設等一覧(沖縄県）

種別コード
　　　・乳児院 1010

　 　　　・母子生活支援施設 略記【乳児母子】 種別コード

種別コード 　　　・介護老人保健施設 4000

　　　・児童養護施設 1020 略記【老人保健】

　　　・児童自立支援施設 略記【児童】

　　　・障害児入所施設 ５．障害福祉サービス事業所等

　　　　（福祉型・医療型） 種別コード 　　　　　【障害者自立支援法】
1030

　　　・児童通所支援 略記【障害児童】 　　　・施設入所支援
　　　　　児童発達支援 　　　　　　（障害者支援施設）
　　　　　放課後等デイサービス

　　　・生活介護 種別コード

5000

　　　　・救護施設 種別コード 　　　・自立訓練 略記【障害福祉】
2000 　　　　　　（機能訓練・生活訓練）

略記【救護】

　　　・就労移行支援

　・養護老人ホーム 種別コード 　　　・就労継続支援

　・特別養護老人ホーム 3000 　　　　　　（雇用型・非雇用型）

　・老人デイサービスセンター 略記【老人福祉】

※毎年、児童分野に体験希望が集中しますが、児童分野への体験受入には限りがあります。

※「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令等の交付について（通知）」（5文科教1873号、令和6年3月21日付）により、
女性自立支援施設が対象施設として追加されましたが、本県においては対象外施設とさせていただき
ます。

第１希望～第３希望すべてに児童分野を入れると、体験施設のご希望に沿えないことが
予想されますのでご注意ください。

施設の種類【根拠法】

１．児童福祉施設等【児童福祉法】 ４．老人保健施設【介護保険法】

２．保護施設【生活保護法】

３．老人福祉施設等【老人福祉法】

種別コード
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　（別表３）

区分 市町村名 コード 区分 市町村名 コード

北 国頭村 47301 南 那覇市 47201

北 大宜味村 47302 南 豊見城市 47212

北 東村 47303 南 糸満市 47210

北 今帰仁村 47306 南 八重瀬町 47362

北 本部町 47308 南 南城市 47215

北 名護市 47209 南 与那原町 47348

北 恩納村 47311 南 南風原町 47350

北 宜野座村 47313 南 渡嘉敷村 47353

北 金武町 47314 南 座間味村 47354

北 伊江村 47315 南 粟国村 47355

北 伊平屋村 47359 南 渡名喜村 47356

北 伊是名村 47360 南 南大東村 47357

南 北大東村 47358

中 うるま市 47213 南 久米島町 47361

中 沖縄市 47211

中 読谷村 47324 宮 宮古島市 47214

中 嘉手納町 47325 宮 多良間村 47375

中 北谷町 47326

中 北中城村 47327 八 石垣市 47207

中 中城村 47328 八 竹富町 47381

中 宜野湾市 47205 八 与那国町 47382

中 西原町 47329

中 浦添市 47208

【八重山地区】

地域（市町村）コード一覧

【北部地区】

【中部地区】

【那覇・南部地区】

【宮古地区】
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なお、振り込み口座番号等は下記のとおりです。

記

〒

 E-mail：

「介護等体験年間受入計画書」について（回答）

＊社協記入

施設長名

標記について別紙のとおり回答します。

施設名

備　　考

体験費用
振込口座

銀行名

支店名

口座番号

　　　　　　　　　　　　　　（ 普通・当座 ）

施設長名

（様式　2）

　　　　　第　　　　号

令和　　年　　月　　日

沖縄県社会福祉協議会　　御中

（福祉施設等→沖縄県社会福祉協議会）

　＊
　地域コード

　＊
　種別コード

担当者名：

※口座相違による誤送金及び送金エラーを防ぐため、体験費用振込口座の通帳の写しを必ず添付
してください。写しは、口座名義人、口座ｶﾅ、口座番号等が確認できる箇所の写しを提出してく
ださい。（通帳の表紙見開き及び通帳表紙次ページ見開きに記載のフリガナ・番号等欄）

住　 所

施 設 名

口座ｶﾅ

名義

種  別

TEL：  FAX：
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第 1 週 ※ 01 第 2 週 ※ 02 第 3 週 03 第 4 週 04 第 5 週 05

5月 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 6 週 06 第 7 週 07 第 8 週 08 第 9 週 ※ 09

6月 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 10 週 10 第 11 週 11 第 12 週 12 第 13 週 ※ 13 第 14 週 14

7月 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 15 週 15 第 16 週 ※ 16 第 17 週 17 第 18 週 18

8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 19 週 19 第 20 週 20 第 21 週 21 第 22 週 ※ 22

9月 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

施設名 ：

受入可能人数合計 ：　　　　　　　　　　　　　人

人 人

（ 別 表１）

介護等体験受入予定表（令和８年度）

月 　週　別　受　入　可　能　人　数

【↓週間コード】

人 人 人 人 人

人 人 人 人

　　　　　注）※印の週は、祝祭日等を含みます。
　　　　　　　６月２３日（火）は、沖縄県の公休日「慰霊の日」のため赤字表記としています。

人 人 人 人 人

人 人 人 人

人 人
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第 23 週 23 第 24 週 24 第 25 週 ※ 25 第 26 週 26 第 27 週 27

10月 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 28 週 ※ 28 第 29 週 29 第 30 週 30 第 31 週 ※ 31

11月 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 32 週 32 第 33 週 33 第 34 週 34 第 35 週 35

12月 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 36 週 ※ 36 第 37 週 37 第 38 週 ※ 38 第 39 週 39 第 40 週 40

1月 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

第 41 週 41 第 42 週 ※ 42 第 43 週 43 第 44 週 ※ 44

2月 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

第 45 週 45 第 46 週 46 第 47 週 47 第 48 週 ※ 48

3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

人 人 人 人

人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人 人

　　　　　注）※印の週は、祝祭日等を含みます。

月 　週　別　受　入　可　能　人　数
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　　　[記入にあたって]

太枠内の項目について以下の点に留意し、必ず全ての項目を記入してください。

１．施設名

　 必要事項をご記入ください。

２．備　考

　 特記事項等があればご記入ください。

３．＜受入（可能）週＞

　 受入れは、５日間連続(月曜日～金曜日)を原則とします。当該週に受入可能な人数を空欄にご記入ください。　　
　 なお、祝日等の休業日に当たり月曜日から金曜日の受入れが難しい日程の場合は、
 空白部分に期日と受入可能人数を具体的にご記入ください。
　 ただし、必ず５日間の体験日数を確保願います。

　　例）7月13日（月）から17日（金）の連続する5日間で4人受入れ可能
　 　　　及び7月21日（火）から25日（土）の連続する5日間で3人受入れ可能の場合。

第 10 週 10 第 11 週 11 第 12 週 12 第 13 週 ※ 13

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

21日（火）から25日（土）までの間で３人
０人 ０人 ４人 人

7月
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（　社会福祉施設等 ⇒　県社協　⇒　大学　）

＊細菌検査が必要な場合、検査項目の記入もお願いします。

＊バスで通う学生もいるため、施設内に駐車場がある場合でも最寄のバス停名、駅名の記入をお願いします。
＊施設独自に作成した案内等がありましたら、添付してください。（施設概要や体験に当たっての注意事項など）

食　　事 駐車場の有無

□　当該年度の写しを提出 □　必要→体験の　　　　日前

□　その他□食事の提供不可
＊最寄りのバス停、駅名をお書きくだ
さい。

□食事の提供可 □駐車場有　　　

　　　　　　　　→　１食　　　　　円

□駐車場無　　　　□バイク駐車可

その他の注意事項

□　マスク

時　間

□　不要

　　　　　　　時　　　　　分

　体験時間

　　　　：　　　　　～　　　　：　　　　　

　　　　までに提出
必要項目　　　　　　　　　　　

（　　 　ヶ月以内に発行のもの）

事前オリエンテーション

（フリガナ）

　◎　下記の条件により、「介護等体験」事業の学生の受入が可能ですので、連絡いたします。 記入日　令和　　　年　　　月　　　日

体験に必要な持ち物

□　着替え：ｼﾞｬｰｼﾞ等（ｼﾞｰﾝｽﾞ不可）□　運動靴

□　筆記用具

□　その他　（　　　　　　　　　　）

体験前の施設への事前連絡

　　　□体験初日の１週間前までに連絡が必要

　　　□その他の時期に連絡が必要
　　　　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　名札（　首かけ式　・　クリップ式　・　形状問わない）

□　弁当

□　エプロン □　印鑑

□　タオル

　別紙　　　　　　　　　　　　　　令和８年度　　介護等体験受入事前連絡票

施設名

（フリガナ）

所在地

〒　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

施設長名

（フリガナ）

担当者名施設種別

ＴＥＬ

E-mail

健康診断書 細菌検査

※期限の指定がある場合（　　）に記入

　集合時間

ＦＡＸ

　　　□体験前に日を設けて実施
　　　　　（令和　　　　年　　　　月　　　　日）

　　　□後日、日程の調整をする
　
　　　□体験初日に実施

□　上履き（スリッパ等不可）

□　社会人に準ずる服装で集

集合時の服装

　　合し施設で着替える

□　活動しやすい服装で集合

(記入例） 令和８年度 介護等体験受入事前連絡票をご参照ください。
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（　社会福祉施設等 ⇒　県社協　⇒　大学　）

（フリガナ）　フクシ　ハナコ

福祉　花子

○　○　○　園 那覇市首里石嶺町○○○ 介護　太郎

ＴＥＬ ０９８－×××－××××

E-mail

〒　903　－　8603　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

施設長名施設名

（フリガナ）　　　　　　○　○　○　　エン

担当者名

×××＠××××××

施設種別 特別養護老人ホーム ＦＡＸ ０９８－×××－××××

事前オリエンテーション

　◎　下記の条件により、「介護等体験」事業の学生の受入が可能ですので、連絡いたします。

☑　筆記用具

記入日　令和　　8　年　4　月　1　日

☑　着替え：ｼﾞｬｰｼﾞ等（ｼﾞｰﾝｽﾞ不可）□　運動靴 　
　　　□体験前に日を設けて実施
　　　　　（令和　　　　年　　　　月　　　　日）
　
　　　□後日、日程の調整をする

　　　☑体験初日に実施□　その他　（　　　　　　　　　　）

□　エプロン

☑　弁当

　　　□体験初日の１週間前までに連絡が必要

　　　☑ その他の時期に連絡が必要
　　　　（具体的に：体験初日の２週間前　　）□　印鑑

□　上履き（スリッパ等不可）

☑　名札（　首かけ式　・　クリップ式　・　形状問わない）

□　タオル

□　マスク

　体験時間

（　　6　ヶ月以内に発行のもの） サルモネラ菌　O-157
　　　　　９：00　～　17：00

　集合時間

その他の注意事項

□食事の提供不可 　合し施設で着替える

□　その他

　　　　までに提出 　　　　　8　　時　　　30　　分

□　当該年度の写しを提出

必要項目　　　　　　　　　　　
※期限の指定がある場合（　　）に記入

☑　必要→体験の　　　6　日前

　　　総合福祉センター前停留所

＊最寄のバス停名、駅名をお書きくだ
さい。

□　社会人に準ずる服装で集

☑食事の提供可 □駐車場有

　　　　　　　　→　１食　　500　円

集合時の服装

☑　活動しやすい服装で集合

健康診断書 細菌検査 時　間

体験に必要な持ち物 体験前の施設への事前連絡

　（記入例）　　　　　　　　令和８年度　　介護等体験受入事前連絡票
（フリガナ）　カイゴ　タロウ

所在地

☑駐車場無　　　☑バイク駐車可

□　不要

食　　事 駐車場の有無
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　（様式　3）

　 大学等名

施 設 名

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る介護等体験」について、下記に
より決定いたしましたので通知いたします。

Ａ．　総括表

Ｂ．　体験決定者

学生氏名 性別

〒

体験期間

大学等名

受入施設名 種別 施設長

〒

Tel.

Fax.

備考

学生氏名 性別

〒

体験期間

大学等名

受入施設名 種別 施設長

〒

Tel.

Fax.

備考

学生住所

　  　 年　 月　 日生年月日

決定学生数

　　　 年　 月　 日

学生住所

担当者名

生年月日

1

2

月　　　日～　　　月　　　日（第　　週）

大学住所
施設住所

担当者名

人 

　年　月　日

沖縄県社会福祉協議会事務局長

介護等体験受入決定通知書

記

大学住所
施設住所

月　　　日～　　　月　　　日（第　　週）
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※ 終了報告が 2 枚にまたがる場合は、この用紙をコピーしてお使いください。 

また、その際の請求金額の合計、学生総数、延べ体験日数は 1 枚目に全体をまとめてご記入ください。 

 

（様式 4） 

（福祉施設→沖縄県社会福祉協議会） 

令和   年   月  日 

 

「介護等体験終了報告書」 

 

沖縄県社会福祉協議会事務局長 殿 

施 設 名                

 

施設長名                

 

本施設において下記学生が介護等体験を終了したことを報告します。 

A．総括表 

学 生 総 数 人 延べ体験日数  日 

 

B．体験終了者 

 氏 名 大学等名 体 験 期 間 備 考 

1      月   日～   月   日（第   週）  

2      月   日～   月   日（第   週）  

3      月   日～   月   日（第   週）  

4      月   日～   月   日（第   週）  

5      月   日～   月   日（第   週）  

6      月   日～   月   日（第   週）  

7      月   日～   月   日（第   週）  

8      月   日～   月   日（第   週）  

9      月   日～   月   日（第   週）  

10      月   日～   月   日（第   週）  

11      月   日～   月   日（第   週）  

12      月   日～   月   日（第   週）  

13      月   日～   月   日（第   週）  

14      月   日～   月   日（第   週）  

15      月   日～   月   日（第   週）  

 

請求金額 円（＠ 1,000円×延べ体験日数  日） 
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（様式 5） 

（沖縄県社会福祉協議会→大学等） 

 

       令和  年  月  日 

大学等名                

沖縄県社会福祉協議会事務局長 

 

「介護等体験終了報告書」 

 

下記学生が介護等体験を終了したことを報告します。 

 

 

A．総括表 

学 生 総 数 人 延べ体験日数  日 施設への振込総額 円 

 

B．体験終了者 

 氏 名 体 験 期 間 受入施設 備 考 

1     月   日～   月   日（第   週）   

2     月   日～   月   日（第   週）   

3     月   日～   月   日（第   週）   

4     月   日～   月   日（第   週）   

5     月   日～   月   日（第   週）   

6     月   日～   月   日（第   週）   

7     月   日～   月   日（第   週）   

8     月   日～   月   日（第   週）   

9     月   日～   月   日（第   週）   

10     月   日～   月   日（第   週）   

11     月   日～   月   日（第   週）   

12     月   日～   月   日（第   週）   

13     月   日～   月   日（第   週）   

14     月   日～   月   日（第   週）   

15     月   日～   月   日（第   週）   

16     月   日～   月   日（第   週）   

17     月   日～   月   日（第   週）   

18     月   日～   月   日（第   週）   
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（様式 6） 

証  明  書 

 

                   本籍地 

 

                   氏 名 

 

                            年  月  日生 

 

 上記の者は、下記のとおり本施設において、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授

与に係る教員免許法の特例等に関する法律第 2 条に規定する介護等の体験を行ったこと

を証明する。 

記 

 

期  間 学校名又は施設名及び住所  体験の概要 学校又は施設の長の名及び印 

 

   年  月  日 

    ～ 

  年  月  日 

 （    日間） 

   

 

   年  月  日 

    ～ 

  年  月  日 

 （    日間） 

   

 

   年  月  日 

    ～ 

  年  月  日 

 （    日間） 

   

 

   年  月  日 

    ～ 

  年  月  日 

 （    日間） 

      

備考１「期間」の欄には、複数の期間にわたる場合期間毎に記入すること。 

備考２「体験の概要」の欄には、「高齢者介護等」「知的障害者の介護等」等の区分を記入す

ること。 
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様式 7（第 7条関係） 

                              令和  年  月  日 

福 祉 施 設 等 施 設 長    殿 

沖縄県社会福祉協議会長 

                        大学名 

                        代表者名             

 

介護等体験辞退届 

 

下記のとおり令和  年度介護等体験を辞退しましたのでお届けします。 

 

 

氏  名 実施予定施設等 実施予定期間 辞退理由 辞退日 

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

  

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日 

  （第   週） 

  

※沖縄県社協あての辞退届には介護等体験費用返還口座通知を添付して下さい。 
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（様式 8） 

                              令和  年  月  日 

福 祉 施 設 等 施 設 長     

沖縄県社会福祉協議会事務局長 殿 

                        大学等名（学部） 

                        代表者名             

 

介護等体験変更届 

 

下記のとおり令和  年度介護等体験を変更しますので、よろしくお取り計らい下さい。 

 

 

氏  名 
予定期間 予定実施名 

変更理由 
変更後の期間 変更後の施設名 

 

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日（第   週） 
 

 

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日（第   週） 
 

 

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日（第   週） 
 

 

令和  年 月 日～ 

令和 年 月 日（第   週） 
 

 

 

[連絡先] 

担当課  担当者名  TEL  

住 所 

〒 
FAX  

e-mail  
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